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検討事項

１．相談案内のリスト整備

２．相談対応

３．空家等対策の推進に関する特別措置法の改正
を踏まえた対応等の検討
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１．相談案内のリスト整備

○提案の経緯

これまでの相談対応で、以下のような事例がある

・○○について相談したいので、専門家を紹介してほしい。

・知り合いの専門家に相談したら、その分野は対応していないと言われた。
対応可能な専門家を紹介してほしい。

各士業団体の窓口に連絡し、対応を依頼

行政担当者からも、以下のような意見が出ている

・専門家もそれぞれ得意分野が異なっているので、相談員ごとに対応可能な
分野をリスト化できないか。
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○対応案

・各専門士業ごとに県HPで公表している相談員名簿のバージョンアップ

【現在の専門相談員名簿HPより】
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相談員により対応案件が
異なる場合もある
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（案）各相談員の対応分野を以下のとおり明記して公表

各士業団体の名簿（窓口案内のみは除く）に
相談員の対応分野を追加
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２．相談対応

○相談対応の流れ（確認）

相談会での相談案件

・引続き対応可能な場合
対応した相談員が引続き対応 or 団体内の相談員が引継いで対応
（相談会終了後のミーティングにて確認）

・引続きの対応が困難な場合
国土交通省モデル事業等で取組んでいる民間事業者等を紹介
行政に働きかけのある地元の民間事業者等を紹介

TAKUSERUでの相談案件

・市町村は物件の情報を確認

・県（管内建設部及び建築住宅課）は市町村に状況を確認し、相談者に連絡
相談内容（状況、希望等）を確認し、TAKUSERUに登録

・相談内容に合わせて対応
相談会の予約、専門家団体へ対応依頼 等
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○相談対応の連携

対応すべき内容が複合的な場合
（売却希望だが、相続登記ができていない場合 等）

現状：解決すべき順に、専門家に依頼
それぞれの対応状況の確認や完了した場合の繋ぎが課題

案 ：対応が必要な各専門家に同時に依頼
最終目的に対応する専門家が主となって連携対応

理想：地域ごとに連携対応するグループが発足
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連携協定

「空家等相談体制の整備・充実」

で目指す連携対応の形
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２．空家等対策の推進に関する特別措置法の改正を踏まえた対応等の検討

○法律の概要

・所有者の責務強化
適切な管理に加え、自治体等の施策に協力する努力義務を追加

・空家等の活用拡大
市町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接
道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進

・空家等の管理の確保
放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等とし
て指導、勧告

・特定空家等の除却等
特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急
代執行制度を創設（費用徴収も可能）

○懸念事項

・指導、勧告の対象となる管理不全空家等の判断
・緊急代執行の実施に係る判断
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○今後の対応

懸念事項の関連は附帯決議の内容にも含まれている

附帯決議抜粋

２ 市町村長による管理不全空家等の所有者等に対する指導及び勧告が円滑に
行えるよう、どのような空家等が管理不全空家等に該当するか、具体的な状
態を示すこと。

７ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度について、過度
な財産権の制限とならないよう、また、制度の円滑な活用が進むようにする
ため、緊急時の代執行が可能な場合を具体的に示すこと。

国土交通省等の情報収集を行い、必要に応じて以下の対応を実施

・管理不全空家等判断基準の検討
・緊急代執行について、緊急時の判断や対象の整理
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